
～「地域の守り手」となる建設業のICT活用促進～
ICT機器の購入及びICT機器を使用した防災訓練の

費用を１/２補助※する制度です。
ICT機器の購入及びICT機器を使用した防災訓練の

費用を１/２補助※する制度です。

2026年3月26日～5月1日まで2026年3月26日～5月1日まで募集期間

tel 03‒3551‒9396   mail ict-hojokin2026@zenken-net.or.jp

一般社団法人 全国建設業協会
執行団体・問い合わせ先

※上記募集期間内で応募金額が補助金総額に満たなかった場合、第2次募集を実施します。※上記募集期間内で応募金額が補助金総額に満たなかった場合、第2次募集を実施します。

※対象経費のうち、必要と認められる額に２分の１以内を乗じて得た額（1,000円未満切捨て）※対象経費のうち、必要と認められる額に２分の１以内を乗じて得た額（1,000円未満切捨て）



申請方法
ホームページから申請書類をダウンロードしていただき、必要書類をそろえ、提出してください。

申請受付期間

申請受付開始

背景・課題
「地域の守り手」である建設業が、将来にわたりその役割を果たし続けるためには、処遇改善・働き方改革・
生産性向上が不可欠であるほか、激甚化・頻発化する各種災害に適切に対応できる能力・体制を構築・
強化していくことが必要。

建設業の生産性向上を支える ICT技術の開発が進展しつつあるなか、厳しい作業環境となることが多い
被災地の応急復旧においても ICT機器を積極的に活用することにより、現地作業の安全性を高めるとと
もに、迅速かつ円滑に対応するための環境整備を図ることが必要。

災害対応時における地域建設業の課題に関する実態調査（R6.8 国土交通省）
※グラフは災害対応の要請元ごとの建設業者からの回答数

被災地現場付近において仮置場
（雪捨て場）が不足していた

自社・団体で対応できない工法・
ノウハウが求められた

被災箇所が広範囲に亘っており被災状況が
十分に確認できなかった

被災箇所の安全確保ができないため
被災状況が十分に確認できなかった

被災現場へのルートが十分に確保できなかった

現場の安全が確保できないため対応が遅れた

その他

わからない

0 20 40 60 80 100

災害時は、
現地状況の把握や
安全確保が難しい

国土交通省 都道府県・政令市 市区町村 関係業団体 その他

10

3 8

22 47 20 4 2

11 39 15 2

19 41 14 3

10 34 16 2 1

6 10 4 1

1

34 16 2 1

「地域の守り手」となる地方の中堅・中小建設業従事者の、施工管理における
ICT技術への習熟を深め、ICT技術も活用した迅速かつ効率的な応急復旧を

強力に実現できる体制を構築する

tel 03‒3551‒9396   mail ict-hojokin2026@zenken-net.or.jp

一般社団法人 全国建設業協会執行団体・
問い合わせ先

2026年3月26日（木）9：00～
申請受付終了

2026年5月1日（金）17：00
交付対象や申請書類の提出先等の詳細については募集要領をご確認ください。

※上記申請受付期間内で応募金額が補助金総額に満たなかった場合、第2次募集を実施します。詳しくは当会ホームページをご確認ください。

ホームページへアクセス 申請書類をダウンロード 申請書類等を電子メールで送信


